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五所川原市パブリックコメント実施要綱の概要

パブリックコメントとは（第２条第１項）

重要な施策の意思決定の過程において、施策の案を公表し、広く市民からの意見の提出を求

め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表する

手続

目的（第１条）

公正の確保・透明性の向上

実際の周知（第４条） 実施機関（第２条第２項）

対象施策（第３条第１項）

①基本構想、基本計画、各

分野における基本計画、 指

針等

②市の基本的な制度及び広

く市民一般に適用される権利

の制限又は義務の賦課に関

する制度（金銭の徴収・賦課

を除く）

対象外（第３条第２項）

①市民意見徴収手続が法令

等で定められている場合

②迅速性又は緊急性が認め

られる場合

③裁量の余地がないと認め

られる場合

④軽微なものと認められる場

合

実施状況の公表（第９条）

市長は年に１回、実施状況を

案の公表

施策案の公表（第５条第１項）

意思決定の適切な時期に案の公

表

資料の公表（第５条第２項）

案の概要、趣旨、目的等の資料公

表

公表の方法（第６条）

意見提出の期間（第７条第１項）

原則１ヶ月以上

意見提出の方法（第７条第２項）

郵便、ファクシミリ、電子メール等

意見提出の条件（第７条第３項）

意見の提出

案の

意見

考え方の公表

考え方等の公表（第８条第２項）

意見の概要、市の考え方、修正内

容

考え方等の公表方法（第８条第３項）

ホームページ、所管課、情報公開

コーナー、その他

施策


